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神奈川県および神奈川県地球温暖化対策計画検討委員会におかれましては、日頃より持続可能な県

民生活の実現に向けてご尽力いただき、ありがとうございます。 日頃より旅客交通分野で環境負荷の
低く人にやさしい交通手段が選ばれる地域社会づくりに資するよう調査検討と情報提供を行っている

当会としては、県の積極的な取り組みを歓迎するとともに、本件計画のうち特に旅客交通分野での温

暖化対策の具体案についてご提案を差し上げます。下記の趣旨を本件計画に採り入れていただき、人

と環境にやさしい交通手段が選ばれる神奈川県にしていただけるよう期待しております。

1. 県を挙げて徒歩・自転車・公共交通で移動する県民を応援するとともに、マイカー利用促
進策となる施策を行わないこと

私たち県民が自らの判断ででき、生活の質を落とさないまま最も容易かつ効果的にできる対策は、

自家用乗用車いわゆるマイカーの走行量を減らし、他の交通手段の利用をすすめることです。

乗用車は、平均するとせいぜい1~2人を乗せて移動するために、1tもの塊を動かしているのが実情
です。「エコカー」と呼ばれるいわゆるハイブリッド自動車では、ガソリンエンジンに加えて大量の

充電池を搭載するため、さらに車重が嵩みます。 この重たい自動車を走らせるためには多くのエネル
ギーを消費するとともに、舗装を激しく傷め、移動エネルギーの大きさ故にガードレール等の構造物

も頑丈に造る必要があります。自動車の走行には都市の貴重な土地を道路に割かねばならず、自動車

からの廃熱と舗装の蓄熱がヒートアイランド現象を増長します。しかも、運転者の一瞬の気の緩みが

何の罪もない他人を殺傷するなど、環境分野以外の悪影響も深刻化しています。

さらに、歩行者、自転車利用者やバスを待つ人は道路の隅に追いやられた上、事故の危険、騒音、

排ガス、輻射熱などに晒されることから、不安・不快になり、クルマへの転換を促すという悪循環さ

え生じかねない状況です。マイカー利用の増加は、公共交通利用者の減少＝運行費負担が問題化、道

路・駐車場需要の増加＝建設要望の増加・都市の土地利用の悪化・緑地減少など、社会負担や土地利

用変化などといった交通以外の分野にも深刻な悪影響を及ぼします。

つまり、交通分野での地球温暖化対策においては、単に車両を「エコカー」に変えれば済むといっ

た単純なものではありません。まずはこうした悪循環を起こさないこと。起きていれば断ち切り、む

しろ逆向きに回すことで好循環を生み出すような施策を総合的に行っていく必要があります。

神奈川県地球温暖化対策条例で定められた旅客交通部門の対策では、第43条に定められた「事業者
と県民は、可能な限り自動車等（自動車と原動機付自転車）の使用を控え、温室効果ガスの排出量が

より少ない公公共共交交通通機機関関やや自自転転車車をを利利用用ししたたりり、、徒徒歩歩でで移移動動すするるように努めます。」の部分が極

めて重要ですが、これが掛け声倒れにならないよう、ここううししたた選選択択ををすするる県県民民をを支支援援すするるたためめにに

行行政政がが様様々々なな具具体体策策をを策策定定・・実実施施すするるとともに、逆効果になりかねない制度は改めるよう求めま

す。 県においては、たとえば下記のような方策を具体的に定め、実施するよう求めます。

行政は、県県民民がが日日常常生生活活ででママイイカカーーにに頼頼ららななくくてて済済むむよよううなな都都市市計計画画・・ままちちづづくくりりをを行行

うう。
例：既存の計画で自動車の交通手段分担率を引き上げる恐れのあるものは見直しをするとともに、今後策定される全て

の都市計画では交通手段分担率の変化を予測・評価し、自家用自動車の分担率を現状以下に抑えるための工夫をする。

1.

行政は、代代替替交交通通手手段段（（徒徒歩歩、、自自転転車車、、ババスス・・電電車車ななどど））のの利利用用がが快快適適・・便便利利ででおお得得にになな

るるよよううなな様様々々なな政政策策誘誘導導をを行行うう。
必ずしも財政出動を伴う策ばかりではありません。たとえば警察と協力して交通規制を変えるだけでも、人と環境にや

さしい道に変えることができます。また幹線路線バスをLRTに変えるなど、初期投資はかかっても運営費を節約し、

2.
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CO2を減らして利用者が快適になる場合もあります。

行政は、自自動動車車利利用用ににかかかかるる負負担担をを段段階階的的にに引引きき上上げげるる。商業施設等には努力義務とす

る。
例：県営駐車場を減らし自転車駐輪場や緑地・広場などに用途転換する、県営施設に付帯する駐車場の有料化・料金引

き上げなど。これらの施策にかかる新たな財政負担はごく僅かであり、むしろ駐車場利用収入などが得られます。

3.

環環境境影影響響評評価価（（アアセセススメメンントト））ににてて、、自自動動車車走走行行量量やや交交通通手手段段分分担担率率にに与与ええるる影影響響評評価価

をを行行うう。
公共施設においては、自動車走行量が現状以下となる計画とすること。民間施設においては、自動車走行量を増やさな

いための対策（来場者への案内、附置駐車場の有料化、クルマ以外での来場者へのサービス提供など）を行うこと。

4.

2. 自転車道ネットワークを構築し、都心部や観光地での自転車利用をすすめること

欧米諸国はもとより、最近では韓国などでも、自転車利用が見直され、自転車利用環境の整備が急

速に進んでいます。欧州では渋滞対策としてマイカーから自転車への乗り換えが進められた経緯があ

り、最近では地球温暖化対策の有力な手段として自転車利用が見直されています。

これに対し、国内では残念ながら自転車利用の促進策は極めて少なく、欧州の環境先進国から見る

と数十年遅れの状況ですが、さりながら交通手段分担率で比較すると日本はオランダ、デンマーク、

ドイツなどに次いで自転車分担率が高くなっています。政策的に利用が勧められた欧州諸国に対し、

日本では国民に広く支持された結果であり、人口密度が高く密集した都市の多い国土の特徴に合致し

た結果とも言えます。つまり日本こそ自転車利用促進策を行うに向いていると言えそうです。

さて、県は市町村等と協力して、自転車を利用しやすい環境の整備に努めるとされており、具体的

には自転車道の整備が挙げられています。自転車利用環境の整備は重要な施策であり、ぜひ取り組ん

でいただきたいと思いますが、自転車走行環境は線として存在するだけでは不十分で、面的に考える

ことも必要です。

自転車は、自宅や職場・商店・観光地など、出発地から目的地までを直接結ぶこともできますし、

公共交通との併用も比較的容易（たとえば袋に入れて電車内に持ち込むことができますし、神奈中の自転車

ラックバスのような取り組みもあります）という特徴を併せ持っています。最近ではフランス各地を皮切

りに世界で取り組まれているコミュニティサイクルのように、都心部や観光客の末端交通に自転車を

活用する事例も注目されています。 県内でも鎌倉、茅ヶ崎、箱根など、観光客に自転車と公共交通を
組み合わせて利用してもらう取り組みをすすめている地域があります。こうした取り組みを効果的に

進められれば、フランスのコミュニティサイクルのように、国内外に広く波及できるモデルになるこ

とも期待されます。

まずは、自転車利用にまつわる様々な要望に応えるために、自自転転車車走走行行環環境境ははネネッットトワワーーククとと

ししてて捉捉ええるるととととももにに、、域域外外かからら来来たた人人ででもも容容易易にに分分かかるるよようう走走行行ルルーールルやや道道案案内内ななどどをを明明示示

すするるここととを求めます。自動車も同様ですが、末端の生活道路は歩行者最優先でゆっくり通る、幹線

道路では比較的速く走ることで交通手段としての魅力を高める、中心市街地では限られた道路を走る

か駐輪場に置くようにし商店街の中では押し歩く、といったように、メリハリのある利用法ができる

ようになると、交通手段としての機能を高めつつ、安全に配慮した利用ができるようになりますが、

現在の自転車利用のルールはあやふやで、しかも道路交通法に従って走っていても危険であるとの指

摘もされているところで、道路構造の見直しが欠かせません。

具体策としては、自転車の機能を発揮するとともに歩行者の安全確保を最優先するため、自転車は

原則車道走行を徹底させ、既存道路の車車道道にに自転車レーンを設ける、それが出来ない場合も自転車が

車道を走ることを明示的に表示することで自動車運転者に注意喚起する、観光地や都心部では自転車

利用者向けの道案内を用意するなど、自転車が安全で快適に走れるよう総合的な支援を行い、自転車

の交通手段としての魅力を高める取り組みを行うモデル地区をつくり、ここでモデルを確立して他地

域に紹介するといった取り組みをしてはいかがでしょうか。

県としては、すでに自転車利用の盛んな地域や人口密集地域、すでに自転車利用促進策を行ってい

る市市町町村村のの取取りり組組みみをを支支援援すするるとともに、県県道道ななどどのの幹幹線線道道路路ででのの自自転転車車利利用用環環境境整整備備ををすすすす

めめ、それらの施施策策をを総総合合的的にに評評価価すするるたためめのの自自転転車車利利用用推推進進制制度度をを設設けけるることを求めます。
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3. 「交通流の円滑化」は歩行者、自転車、公共車両に的を絞って行うこと

欧米では "You cannot build your way out of congestion" という格言があるように、道路拡幅や増設に
よる「交通流の円滑化」は一時的であり、じきに需要誘発効果により自動車走行量が増えることによ

り逆効果となることが知られています。

こうした反省を得た欧州の都市部では、たとえば既存道路のうち片側2車線以上ある場合に 1つを自
転車・公共車両（路線バス、タクシーおよび緊急車両）専用に変えています。すると、残りの車線が混雑

するようになるものの、路線バスの運行速度が上がり、路線バスや自転車を選ぶ人が増えることによ

り、全体として環境負荷の低減と移動にかかる時間の短縮が図られています（公共交通や自転車の方が

所要時間が短くなり利用者が増えるが、マイカーの利便性を手放せない人もいるので、その共存が実現する）。

バス・自転車専用レーンの確保に取り組んでいるフランス・パリや韓国・ソウルなどでは、一見する

と渋滞しているように見えても、路線バスや自転車で移動する人が早く移動できるようになり、全体

としての円滑化が図られているのです。

一方、日本の建設・警察部門で「交通流の円滑化」と言うとき、自動車交通全般のみを対象とし、

歩行者、自転車、路線バスなどの円滑化はほとんど考えられてこなかった経緯があります。こうした

手法は、誘誘発発交交通通をを発発生生ささせせ、、自自動動車車走走行行量量のの増増加加をを引引きき起起ここすすことが知られています。今後は

従従来来のの考考ええ方方をを見見直直しし、、むむししろろ歩歩行行者者、、自自転転車車おおよよびび路路線線ババススやや緊緊急急車車両両とといいっったた公公共共車車両両

にに的的をを絞絞っったた円円滑滑化化策策をを実実施施すすべべききです。

また、工業地帯などでは物流のトラックの円滑化が求められるでしょうし、商業地・住宅地では宅

配などの荷さばき場が不足しています。こうした地域では旅客を路線バスに誘導してマイカー利用を

減らす、違法駐車を徹底的に取り締まるとともに短時間荷さばき場を設ける、などの施策により、自

動車のみに偏らない、交通全体の円滑化を図ることが有効です。

つまり、利用が望ましい交通手段を円滑化し、利用を抑制したい交通手段についてはむしろ思い

切って円滑化させない、という姿勢で臨むことにより、より望ましい交通行動を促進しつつ、交通全

体の円滑化を図ることができるのです。 道路の特徴を踏まえつつ、ママイイカカーー利利用用をを抑抑制制すするる手手法法
にによよりり、、歩歩行行者者、、自自転転車車、、公公共共車車両両（（緊緊急急車車両両、、路路線線ババスス、、タタククシシーーななどど））をを円円滑滑化化すするるよようう求求

めめまますす。

4. 県職員もモーダルシフトを進め、公用車はカーシェアリングに切り替えること

県職員の皆さんにも公共交通機関や自転車を利用したり、徒歩で移動する取り組みを率先して行っ

ていただけるよう、県施設への業務用自転車の配備（この際、軽快車＝いわゆるママチャリばかりではな

く、クロスバイクなど移動手段として機能的なものも配備すると良い）、駐車場を削減して駐輪場を拡張、

自転車通勤の奨励（たとえば通勤手当てを高めに設定する、自転車通勤者には大型ロッカーやシャワーを用意

する）などの取り組みを実際に行ってみて、県自らがモデルとなり、その良さや改善点を検証した上

で事業所に勧めるような取り組みを行ってはいかがでしょうか。自転車通勤は環境負荷の低減はもと

より、心身の健康維持に有益とも指摘されています。

また、公用車のうち乗用車は原則全てをカーシェアリングに切り替えることを提案します。カー

シェアリングを利用することで、自動車保有台数の削減や走行距離の短縮が期待されることはもとよ

り、利用時にコスト意識が生まれることにより、心理的に徒歩・自転車・公共交通を利用しやすくす

る効果、また小荷物の輸送であれば拠点間定期便や宅配便を活用するといった工夫の余地が大きくな

ります。

5. 今でも公共交通や自転車の分担率が高い神奈川の特長を伸ばすこと

地域の環境政策では、地域の特長を伸ばすことが重要と考えますが、環境交通分野での神奈川県の

特長は何でしょうか。

まず、既に鉄鉄道道網網がが充充実実しし、、路路線線ババススのの便便もも比比較較的的良良くく、、公公共共交交通通のの分分担担率率がが高高いいことが挙

げられます。日本最初の鉄道（東海道本線）や関東最初の電車（京急大師線）なども県内に存在します

が、その後もますます鉄道は多くの県民に支持されています。また路線バス網も比較的充実していま
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す。さらに重要なことは、多くの県民が公共交通を利用する生活習慣を身に付けていることです。し

かも県内の交通機関の多くが黒字で営業しています。こうした状況は、環境先進都市と呼ばれる欧米

諸国の環境・都市政策担当者ですら羨やむような大変恵まれた状況です。

しかし、油断はできません。旧津久井郡などでは既に不採算バス路線の維持が懸案になっています

し、都市部では都市計画道路整備などでクルマの利便性が増したことにより、マイカー利用を誘発し

ている実情があります。今のままでは今後ますますクルマ利用を増やし、せっかくの神奈川県の特長

が失われる傾向にあると言えます。

クルマ（および徒歩・自転車で出発地から目的地まで行く場合）以外の全ての交通手段は、組み合わせ

て利用することを前提としています。つまり、いくら鉄道やバスが単体で便利になっても、駅やバス

停までの道程に危険や不便が生じると、公共交通はその機能を発揮できなくなってしまうのです。公

共交通や自転車の分担率を伸ばすためには、末端からの徒歩・自転車利用環境やその結節点（乗り換

え）を含めて総合的に改善し、歩行者、自転車や路線バス利用者の安全・安心・快適を確保し続ける

必要があります。様々な主体が関係してきますので、県県ににははそそのの調調整整役役ににななっってていいたただだきき、、総総合合

的的にに環環境境ににややささししいい交交通通手手段段をを選選ぶぶ人人がが増増ええ続続けけるるよようう、、取取りり組組んんででいいたただだけけるるよようう求求めめまま

すす。

また、平地・盆地・台地の平坦地を中心に、自転車利用が多いことも特長のひとつです。先述のよ

うに、神奈川県では環環境境負負荷荷のの極極めめてて低低いい自自転転車車がが、、特特にに政政策策的的にに優優遇遇さされれたたわわけけででももなないいのの

にに、、多多くくのの県県民民にに選選ばばれれ利利用用さされれてていいまますす。一方で、自転車は満足に走るところすら用意されて

おらず、車道が片側3車線ありながら自転車は歩道通行という極めてクルマ優先思想の道路構造に
なっている実例も枚挙に暇がありません。また速度違反や違法駐停車などが蔓延する自動車と同様、

自転車も交通ルールの不遵守などに課題を残しています。今後は、自転車のより適切な利用を増やす

ために、自自転転車車がが安安全全・・安安心心・・快快適適にに走走れれるるよようう車車道道のの構構造造をを変変ええるるここととと、自自動動車車とと自自転転車車

のの利利用用者者双双方方へへのの啓啓発発活活動動が必要になりそうです。

なお、こうした地域特性をより正確に把握し、より良い施策の策定・実施を行うために、交通手段

分担率や自転車利用状況、歩行環境、県民意向などを統計的に調査しておく体制づくりも併せて行わ

れるよう期待します。

6. 県の全ての部署において、環境負荷を高める政策は原則実施しないこと

環境政策は環境部門だけが行っても限界があります。CO2をはじめとする温室効果ガスは主に私た

ちの日常生活で化石燃料を使用することにより発生していますし、気候変動への適応策も然り、環境

部門が単独でできる事は限られます。むしろ、他部局の事業について環境部門で影響評価をするよう

な役割の方がうまくゆくかもしれません。

温暖化対策条例は県のすべての事業にかかるものと考えますが、実効性を担保するため、たとえば

戦略的環境アセスメントを導入するなど、環境影響評価の仕組みを拡充して、計計画画立立案案段段階階かからら環環

境境配配慮慮ををすすすすめめるることが必要と考えます。

同時に、既存の計画・制度を含め、環環境境にに悪悪影影響響をを与与ええるる政政策策はは見見直直すす必要もあります。交通

分野で言えば、たとえば都市計画において自動車利用を誘発しかねない道路の新設や拡幅、交通規制

などが挙げられます。これらは都市計画・土木担当部署や警察に権限があり、環境対策が手薄になる

おそれがあります。環環境境以以外外のの部部署署もも率率先先ししてて環環境境対対策策をを行行ええるるよよううににすするる仕仕組組みみをを設設けけるるこ

とが必要と考えます。

7. この他の提案について（再提案）

昨年11月に提出した『「神奈川県地球温暖化対策推進条例」(仮称)についての意見書』でも、地球
温暖化対策の計画部分に関する意見を一緒にご提案しております。具体的には下記のような項目があ

ります。本書では項目のみを挙げ、詳細な内容は割愛しますが、改めてご提案いたします。

「マイカー」以外に限って電気自動車への切り替え施策を行うこと

駐車場や道路を減らし緑化を推進すること
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観光地等で、徒歩・自転車・公共交通で移動する人がより便利になる施策をすること

まちづくり政策と環境政策を連携させること

徒歩・自転車および公共交通の利用が優先されるまちづくりをすること

脱温暖化に向けた施策を着実に実施するために、県、市町村、県警など関係主体の協力体制を

築くこと

広く県民にご理解いただくための環境広報・広告を行うこと

以　上　　
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